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○ひたちなか市中高層建築物によるテレビ受信障害の未然防止に関する指導要綱 

平成１６年３月３１日 

告示第４２号 

改正 平成２３年９月３０日告示第１６３号 

（目的） 

第１条 この要綱は，中高層建築物の建築に伴って生ずるテレビ受信障害（以下単に「受信障害」とい

う。）を未然に防止するため，事前に建築主が講ずべき措置等について定め，住民の良好なテレビ受

信状況（以下単に「受信状況」という。）を確保することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「中高層建築物」とは，次に掲げる建築物をいう。 

（１） 別表左欄に掲げる区分に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる建築物 

（２） 別表左欄に掲げる地域外に存する高さ１０メートルを超える建築物で，当該建築物の外壁面

からの水平距離が当該建築物の高さの１０倍以内の区域の全部又は一部が同表左欄に掲げる地域

に含まれるもの 

２ この要綱において「近隣住民」とは，中高層建築物の建築により受信障害を受けることが予想され

る住戸の所有者，占有者及び管理者をいう。 

（建築主の事前措置） 

第３条 中高層建築物の建築主（以下単に「建築主」という。）は，当該建築物に係る建築基準法（昭

和２５年法律第２０１号）第６条第１項，第６条の２第１項又は第１８条第２項の規定による確認申

請書又は計画通知書の提出（以下「申請等」という。）を行う前に次の各号に掲げる措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

（１） 近隣住民の受信状況に関する影響について，あらかじめ調査するとともに，受信障害対策に

ついて検討すること。 

（２） 前号の調査検討結果に基づいて，当該中高層建築物の建築計画並びに予想される受信障害及

びその対策（以下「建築計画等」という。）について，近隣住民に対し，誠意をもって説明を行う

こと。 

２ 前項第１号の調査は，原則として社団法人日本CATV技術協会が認定する有線テレビジョン放送技術

者又はCATV技術者の資格を有する者が行うものとする。 

（関係図書の提出） 

第４条 建築主は，申請等の手続を行うときは，次の各号に掲げる図書を市長に提出するものとする。 

（１） テレビ受信障害事前調査検討書（様式第１号） 

（２） 建築計画等についての説明書（様式第２号） 

（３） 中高層建築物の建築に当たって，近隣住民と紛争を起こさない旨の誓約書（様式第３号） 

付 則 

（施行期日） 
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１ この告示は，平成１６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際，現にひたちなか市中高層建築物によるテレビ受信障害に関する指導要綱（平

成７年ひたちなか市告示第１０号）の規定に基づいてなされている手続その他の行為は，それぞれこ

の告示の相当規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。 

付 則（平成２３年告示第１６３号） 

（施行期日） 

１ この告示は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日前に，改正前のひたちなか市中高層建築物によるテレビ受信障害の未然防止に

関する指導要綱の規定によりなされた手続その他の行為は，改正後のひたちなか市中高層建築物によ

るテレビ受信障害の未然防止に関する指導要綱の規定によりなされたものとみなす。 

別表（第２条関係） 

中高層建築物 

地域 建築物 

第１種低層住居専用地域 

第２種低層住居専用地域 

軒の高さが７メートルを超える建築物又は地階を除く階数が

３以上の建築物 

第１種中高層住居専用地域 

第２種中高層住居専用地域 

第１種住居地域 

第２種住居地域 

準住居地域 

近隣商業地域（容積率が１０分の２０の

区域に限る。） 

準工業地域（容積率が１０分の２０の区

域に限る。） 

高さが１０メートルを超える建築物 
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様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

 


